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共通事項（堺市上下水道事業管理者発注分） 新旧対照表（抜粋） 
 

令和 6年 11月版 令和 6年 12月版 
18 入札参加資格の事後審査 
（３）落札候補者は、落札候補者となった旨の通知を受けた日の翌日から起算して４日

後（土曜日、日曜日、祝日、令和６年１２月３０日（月曜日）、同月３１日（火曜日）、
令和７年１月２日（木曜日）及び同月３日（金曜日）を除く。）（必着）までに、次
のアからコまでの事後審査書類を原則として郵送で事業サポート課に提出するこ
と。 

なお、やむを得ず窓口へ持参する場合は、落札候補者となった旨の通知を受けた
日の翌日から起算して４日後（土曜日、日曜日、祝日、令和６年１２月３０日（月
曜日）、同月３１日（火曜日）、令和７年１月２日（木曜日）及び同月３日（金曜日）
を除く。）の午後５時までに、事業サポート課に提出すること。 
 

（表１） 

組織の形態 技術者等 確認書類(※1) 

法人 

従業員（代表者及び役員を含む。） 
当該事業所名記載の健康保険被保険者証(※
5)の写し（技術者等が被保険者のものに限
る。） 

従業員が後期高齢者(※4)の場合 当該事業所名記載の雇用保険被保険者通知
書の写し 

代表者が後期高齢者(※4)の場合 
後期高齢者医療被保険者証の写し及び 
当該事業所名記載の前年分の源泉徴収票(※
6)の写し 

役員が後期高齢者(※4)の場合 
後期高齢者医療被保険者証の写し及び 
当該事業所名記載の前年分の源泉徴収票(※
6)の写し 

個 

人 

事 

業 

所 

健康保険
法におけ
る 
強制適用
事 業 所
(※2) 
任意適用
事 業 所
(※3) 

従業員 
当該事業所名記載の健康保険被保険者証(※
5)の写し（技術者等が被保険者のものに限
る。） 

従業員が後期高齢者(※4)の場合 当該事業所名記載の雇用保険被保険者通知
書の写し 

代

表

者

と

同

居

の

親

族 

以下のアからウまでに該当
しない場合 

国民健康保険被保険者証の写し及び 
当該事業所名記載の前年分の源泉徴収票(※
6)の写し 

ア 代表者が後期高齢者
(※4)の場合 

代表者の後期高齢者医療被保険者証の写し 
技術者等の国民健康保険被保険者証の写し
及び 
当該事業所名記載の前年分の源泉徴収票(※
6)の写し 

イ 同居の親族が後期高
齢者(※4)の場合 

代表者の国民健康保険被保険者証の写し 
技術者等の後期高齢者医療被保険者証の写
し及び 
当該事業所名記載の前年分の源泉徴収票(※
6)の写し 

18 入札参加資格の事後審査 
（３）落札候補者は、落札候補者となった旨の通知を受けた日の翌日から起算して４日

後（土曜日、日曜日、祝日及び年末年始の休日を除く。）（必着）までに、次のアか
らコまでの事後審査書類を原則として郵送で事業サポート課に提出すること。 

なお、やむを得ず窓口へ持参する場合は、落札候補者となった旨の通知を受けた
日の翌日から起算して４日後（土曜日、日曜日、祝日及び年末年始の休日を除く。）
の午後５時までに、事業サポート課に提出すること。 
 

    
 
 

（表１） 

組織の形態 技術者等 確認書類(※1)(※7) 

法人 

従業員（代表者及び役員を含む。） 
当該事業所名記載の健康保険被保険者証(※
5)の写し（技術者等が被保険者のものに限
る。） 

従業員が後期高齢者(※4)の場合 当該事業所名記載の雇用保険被保険者通知
書の写し 

代表者が後期高齢者(※4)の場合 
後期高齢者医療被保険者証の写し及び 
当該事業所名記載の前年分の源泉徴収票(※
6)の写し 

役員が後期高齢者(※4)の場合 
後期高齢者医療被保険者証の写し及び 
当該事業所名記載の前年分の源泉徴収票(※
6)の写し 

個 

人 

事 

業 

所 
健康保険
法におけ
る 
強制適用
事 業 所
(※2) 
任意適用
事 業 所
(※3) 

従業員 
当該事業所名記載の健康保険被保険者証(※
5)の写し（技術者等が被保険者のものに限
る。） 

従業員が後期高齢者(※4)の場合 当該事業所名記載の雇用保険被保険者通知
書の写し 

代

表

者

と

同

居

の

親

族 

以下のアからウまでに該当
しない場合 

国民健康保険被保険者証の写し及び 
当該事業所名記載の前年分の源泉徴収票(※
6)の写し 

ア 代表者が後期高齢者
(※4)の場合 

代表者の後期高齢者医療被保険者証の写し 
技術者等の国民健康保険被保険者証の写し
及び 
当該事業所名記載の前年分の源泉徴収票(※
6)の写し 

イ 同居の親族が後期高
齢者(※4)の場合 

代表者の国民健康保険被保険者証の写し 
技術者等の後期高齢者医療被保険者証の写
し及び 
当該事業所名記載の前年分の源泉徴収票(※
6)の写し 
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ウ 
代表者及び同居の親
族が後期高齢者(※4)
の場合 

代表者の後期高齢者医療被保険者証の写し 
技術者等の後期高齢者医療被保険者証の写
し及び 
当該事業所名記載の前年分の源泉徴収票(※
6)の写し 

代表者 不要 

上記以外
の個人事
業所 

従業員 当該事業所名記載の雇用保険被保険者通知
書の写し 

代

表

者

と

同

居

の

親

族 

以下のアからウまでに該当
しない場合 

国民健康保険被保険者証の写し及び 
当該事業所名記載の前年分の源泉徴収票(※
6)の写し 

ア 代表者が後期高齢者
(※4)の場合 

代表者の後期高齢者医療被保険者証の写し 
技術者等の国民健康保険被保険者証の写し
及び 
当該事業所名記載の前年分の源泉徴収票(※
6)の写し 

イ 同居の親族が後期高
齢者(※4)の場合 

代表者の国民健康保険被保険者証の写し 
技術者等の後期高齢者医療被保険者証の写
し及び 
当該事業所名記載の前年分の源泉徴収票(※
6)の写し 

ウ 
代表者及び同居の親
族が後期高齢者(※4)
の場合 

代表者の後期高齢者医療被保険者証の写し 
技術者等の後期高齢者医療被保険者証の写
し及び 
当該事業所名記載の前年分の源泉徴収票(※
6)の写し 

代表者 不要 

※１ 健康保険被保険者証又は雇用保険被保険者通知書については、「資格取得年月日（被保険
者となった年月日）」及び「交付年月日（雇用保険被保険者通知書の場合は確認（受理）通
知年月日）」が、個別事項に定める技術者等の雇用関係に係る要件を満たしていること。 

ただし、健康保険被保険者証については、申請締切日以前（個別事項において、３か月
以上の雇用関係を要件としている場合は、申請締切日の３か月前の日以前）に健康保険被
保険者資格取得手続を行ったが、事後審査書類の提出日現在で健康保険被保険者証が未交
付である場合又は交付済であるが、「交付年月日」が申請締切日後（個別事項において、３
か月以上の雇用関係を要件としている場合は、申請締切日の３か月前の日より後）である
場合は、健康保険被保険者資格取得届の写しの「受付日（受付日付印等で確認できるもの
に限る。）」又は健康保険組合等より交付された健康保険被保険者資格証明書等の写しの「証
明年月日」が当該要件を満たしていること。 
また、健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証及び国民健康保険被保険者証の

被保険者等記号・番号等については、原則として、復元できない程度にマスキングを施し
た上で提出すること。 

※２ 原則として、常時５人以上の従業員（代表者及び代表者と同居の親族を除く。）を使用す
る事業所 

※３ 強制適用事業所とならない事業所で日本年金機構（年金事務所）の認可を受けて適用事業
所になった事業所 

 

ウ 
代表者及び同居の親
族が後期高齢者(※4)
の場合 

代表者の後期高齢者医療被保険者証の写し 
技術者等の後期高齢者医療被保険者証の写
し及び 
当該事業所名記載の前年分の源泉徴収票(※
6)の写し 

代表者 不要 

上記以外
の個人事
業所 

従業員 当該事業所名記載の雇用保険被保険者通知
書の写し 

代

表

者

と

同

居

の

親

族 

以下のアからウまでに該当
しない場合 

国民健康保険被保険者証の写し及び 
当該事業所名記載の前年分の源泉徴収票(※
6)の写し 

ア 代表者が後期高齢者
(※4)の場合 

代表者の後期高齢者医療被保険者証の写し 
技術者等の国民健康保険被保険者証の写し
及び 
当該事業所名記載の前年分の源泉徴収票(※
6)の写し 

イ 同居の親族が後期高
齢者(※4)の場合 

代表者の国民健康保険被保険者証の写し 
技術者等の後期高齢者医療被保険者証の写
し及び 
当該事業所名記載の前年分の源泉徴収票(※
6)の写し 

ウ 
代表者及び同居の親
族が後期高齢者(※4)
の場合 

代表者の後期高齢者医療被保険者証の写し 
技術者等の後期高齢者医療被保険者証の写
し及び 
当該事業所名記載の前年分の源泉徴収票(※
6)の写し 

代表者 不要 

※１ 健康保険被保険者証又は雇用保険被保険者通知書については、「資格取得年月日（被保険
者となった年月日）」及び「交付年月日（雇用保険被保険者通知書の場合は確認（受理）通
知年月日）」が、個別事項に定める技術者等の雇用関係に係る要件を満たしていること。 

ただし、健康保険被保険者証については、申請締切日以前（個別事項において、３か月
以上の雇用関係を要件としている場合は、申請締切日の３か月前の日以前）に健康保険被
保険者資格取得手続を行ったが、事後審査書類の提出日現在で健康保険被保険者証が未交
付である場合又は交付済であるが、「交付年月日」が申請締切日後（個別事項において、３
か月以上の雇用関係を要件としている場合は、申請締切日の３か月前の日より後）である
場合は、健康保険被保険者資格取得届の写しの「受付日（受付日付印等で確認できるもの
に限る。）」又は健康保険組合等より交付された健康保険被保険者資格証明書等の写しの「証
明年月日」が当該要件を満たしていること。 
また、健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証及び国民健康保険被保険者証の

被保険者等記号・番号等については、原則として、復元できない程度にマスキングを施し
た上で提出すること。 

※２ 原則として、常時５人以上の従業員（代表者及び代表者と同居の親族を除く。）を使用す
る事業所 

※３ 強制適用事業所とならない事業所で日本年金機構（年金事務所）の認可を受けて適用事業
所になった事業所 
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※４ ７５歳以上の者及び６５歳以上７５歳未満で一定の認定を受けた後期高齢者医療被保険
者 

※５ 事業所名の記載がない場合は、健康保険組合等が交付する加入証明書等の写し（事業所名
が確認できるものに限る。）を提出すること。 

※６ 源泉徴収票が発行されていない場合は、当該従業員の所得税等について、源泉徴収する旨
の手続きを行っていることが確認できる書類（税務署等への届出書等）の写しを提出するこ
と。 

 
 
 
 
 
（４）現場代理人・技術者兼任審査申請書兼誓約書又は特例監理技術者兼任審査申請書

兼誓約書を提出した場合で、事業サポート課から兼任が認められない旨の通知を受
けた落札候補者は、当該通知を行った日の翌日から起算して２日後（土曜日、日曜
日、祝日、令和６年１２月３０日（月曜日）、同月３１日（火曜日）、令和７年１月
２日（木曜日）及び同月３日（金曜日）を除く。）の午後５時までに、事後審査書類
のうち事業サポート課が指定する書類を事業サポート課に提出すること。 

 
（８）事後審査不適格者は、入札参加資格を認められなかった理由について説明を求め

ることができるので、説明を求める場合は、（７）に規定する通知を行った日の翌日
から起算して２日後（土曜日、日曜日、祝日、令和６年１２月３０日（月曜日）、同
月３１日（火曜日）、令和７年１月２日（木曜日）及び同月３日（金曜日）を除く。）
の午後５時までに事業サポート課へその旨を記載した書面を提出すること。 

 
19 暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書 
（３）（２）に規定する通知を受けた者は、入札を無効とされた理由について説明を求め

ることができるので、説明を求める場合は、（２）に規定する通知を行った日の翌日
から起算して２日後（土曜日、日曜日、祝日、令和６年１２月３０日（月曜日）、同
月３１日（火曜日）、令和７年１月２日（木曜日）及び同月３日（金曜日）を除く。）
の午後５時までに事業サポート課へその旨を記載した書面を提出すること。 

 
（以下 略） 

※４ ７５歳以上の者及び６５歳以上７５歳未満で一定の認定を受けた後期高齢者医療被保険
者 

※５ 事業所名の記載がない場合は、健康保険組合等が交付する加入証明書等の写し（事業所名
が確認できるものに限る。）を提出すること。 

※６ 源泉徴収票が発行されていない場合は、当該従業員の所得税等について、源泉徴収する旨
の手続きを行っていることが確認できる書類（税務署等への届出書等）の写しを提出するこ
と。 

※７ 令和６年１２月２日以降に新たに雇用した技術者等で、健康保険被保険者証等の写しを提
出できない場合は、「健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書（初回交付分）」の写
し等、当該事業所名及び「資格取得年月日（被保険者となった年月日）」が確認できるもの
を提出すること。 

 
（４）現場代理人・技術者兼任審査申請書兼誓約書又は特例監理技術者兼任審査申請書

兼誓約書を提出した場合で、事業サポート課から兼任が認められない旨の通知を受
けた落札候補者は、当該通知を行った日の翌日から起算して２日後（土曜日、日曜
日、祝日及び年末年始の休日を除く。）の午後５時までに、事後審査書類のうち事業
サポート課が指定する書類を事業サポート課に提出すること。 

 
 
（８）事後審査不適格者は、入札参加資格を認められなかった理由について説明を求め

ることができるので、説明を求める場合は、（７）に規定する通知を行った日の翌日
から起算して２日後（土曜日、日曜日、祝日及び年末年始の休日を除く。）の午後５
時までに事業サポート課へその旨を記載した書面を提出すること。 

 
 

19 暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書 
（３）（２）に規定する通知を受けた者は、入札を無効とされた理由について説明を求め

ることができるので、説明を求める場合は、（２）に規定する通知を行った日の翌日
から起算して２日後（土曜日、日曜日、祝日及び年末年始の休日を除く。）の午後５
時までに事業サポート課へその旨を記載した書面を提出すること。 

 
 
 （以下 略） 

  


